
 
 
 
 
 
 
 

 

－ 学習者用タブレット型端末借用同意の確認について － 
 

浜松市では、国が進める GIGA スクール構想の実現に向け、市内すべての小中学校に１人１台と
なる学習者用タブレット型端末の配備が行われました。本年度も引き続き、モラルやマナー指導を
含め、タブレット型端末を活用した学習を校内で進めています。 

若い年齢層にも新型コロナウイルス感染が拡大し、浜松市を含む県内全域において「BA.5 対策
強化宣言」が発令されている状況を受け、子供たちの学びを止めず学習機会を保障していくために、
休校等の緊急時には、必要に応じて臨時的措置としてタブレット型端末の持ち帰りを実施していき
ます。保護者の皆様には以下の留意点及び裏面の「学習者用タブレット型端末活用について（家庭
持ち帰り版）」の内容を御確認いただいた上で、学習者用タブレット型端末借用に係る同意への御
理解と御協力をお願いします。同意の確認につきましては、 
さくら連絡網のアンケート調査を通して確認します。 

なお、同意の回答をいただけない場合は、タブレット型端末の 
貸し出しはできませんので、御了承ください。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＜さくら連絡網のアンケート調査実施期間＞ 
令和４年９⽉８⽇（⽊）〜令和４年９⽉11⽇（⽇） 

やる気ステージ 6 7 8 9 月 

令和４年９月８日 

自分から行動ステージ 10 11 12 月 つなぐステージ 1 2 3 月 

双葉小ホームページ https://www.city.hamamatsu-szo.ed.jp/futaba-e/ 

№16 毎日更新中！ 

絆ステージ 4 5 月 

学習者用タブレット型端末借用ついて同意していただく主な内容 

１ 貸出物品 Chromebook１台、充電用 AC アダプタ一式  
２ 貸出期間 学校が指定する期間（貸し出しの際にお知らせします。） 
３ 貸出に係る留意事項 
 ▶タブレット型端末は、学習を目的として貸し出すものです。別紙「学習者用

タブレット型端末活用について（家庭持ち帰り版）」をご確認の上、安心・安
全な活用をお願いします。 

 ▶インターネットへの接続は各家庭の環境をご利用ください。また、インター
ネットへの接続設定は保護者が行ってください。 

 ▶インターネット接続に係る通信料金及び充電に係る電気料金については、 
御家庭で御負担をお願いします。 

 ▶破損・紛失・盗難の場合、学校へ連絡をしてください。状況によっては修理
費等について負担をお願いする場合があります。なお、紛失・盗難の場合は、
必要に応じて警察に届け出てください。 

https://www.city.hamamatsu-szo.ed.jp/futaba-e/


                                          

                               

裏面 緊急時対応２(令和３年度版) 

学習者用タブレット型端末活用について（家庭持ち帰り版） 

             

 ご家庭におけるタブレット型端末の活用について、お子様と以下の内容をご確認いただ

き、安心・安全に適切な活用が促進されますようお願いいたします。 

 

１ 学習者用タブレット型端末の使用について 

 〇 学習を目的として使用します。休校等による緊急時対応のため、家庭だけで使用し

ます。 

 〇 貸与品であることを認識し、大切に使用・保管します。 

 〇 貸し出された本人のみが使用します。(貸し借りはしません。) 

 〇 充電は、同時に貸し出した充電用 AC アダプタを使用して行います。学校へ返却する

際は、充電をした状態で返却します。 

２ 情報モラルについて 

 〇 アカウント・パスワードを他の人に教えません。 

 ○ 児童のアカウント以外のアカウントでログインしません。 

 〇 人物を撮影するときは、必ず撮影する相手の許可をもらいます。 

 〇 個人情報（名前や住所・電話番号・写真）や、相手を傷つけたり嫌な思いをさせたり

することは、ネット上に絶対に書き込みません。 

 〇 USB メモリ等を使って、データを出し入れしません。 

 〇 許可なく設定の変更や、アプリのインストール・アンインストールをしません。 

 〇 学習に関係のないサイトや不適切なサイトを見たり、投稿を行ったりしません。 

３ 健康面について 

 〇 目を 30 ㎝以上離し、良い姿勢で使用します。 

 〇 30 分に 1回はタブレット型端末から目を離し、20 秒以上遠くを見ます。 

 〇 寝る 1時間前からはタブレット型端末を使用しません。 

 〇 部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを調整します。 

  （夜に使用する場合は、昼使用時より明るさを下げることが推奨されています。） 

 

今後、学校内外を問わず ICT 機器全般の利用機会が広がっていくことが予想されます。 

タブレット型端末の使用については、いつどのように使うか等を、お子様と話し合いなが

ら家庭でのルールも確立させていくことが大事になってきます。 

この機会に、学校での指導に加え、是非家庭内のルールも話し合ってみてください。 

【タブレット型端末活用 我が家のルール】 

 

 

 

 



＜Ch rom eb oo k で W i-F i に接続する 方法＞ 

                   ICT 教育推進グループ 

ステッ プ 1  

画面右下の「 ク イ ッ ク 設定パネル」  

を ク リ ッ ク し ます。  

 

ステッ プ 2  

[ネッ ト ワーク 未接続] を ク リ ッ ク し ます。  

 

 

 

ステッ プ 3  

接続する W i-F i ネッ ト ワーク を選択し ます。  

 

 

 

 

 

ステッ プ 4  

必要に応じ てパスワード を 入力し ます。  

※パスワードは、
　御家庭の機器の
　パスワードです。
　



 

学校からお子様に配付されるタブレット型端末は、Wi-Fi【無線 LAN】の環境がある中
で御利用できます。 
 

Wi-Fi【無線 LAN】のある環境とは？ 
 

Wi-Fi を使うために必要なもの 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

▼ テザリング 
スマートフォンなどのデータ通信を利用して、タブレットをインターネットに 

接続することです。Wi-Fi がない場所でも通信できます。 
スマートフォンが Wi-Fi ルーターの代わりとなり、 

タブレットでもインターネットができるようになります。 

●タブレット型端末と 

Wi-Fi ルーターを接続 

 

●Wi-Fi ルーターに 

ＬＡＮｹｰﾌﾞﾙを接続 

▼ モバイル Wi-Fi ルーター 
モバイル Wi-Fi ルーターとは、インターネットに接続 

するために使う小型で軽量な通信端末のことです。 
室内外でインターネットを利用できます。 

などがあります。 

参考資料 

▼ Ｗｉ－Ｆｉルーター 
無線でタブレットを LAN 接続し、インターネットを使えるようにするための機器

です。 


